
 
令和８年２月 13 日 

産 業 労 働 局 

（公財）東京都中小企業振興公社 

 

 

 

東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社は、都内ものづくり中小企業の医療機器産業分野への参入を促

進することを目的として、都内ものづくり中小企業と医療機器製造販売企業等が連携し、医療機器等（※）製

品の開発から事業化を行う経費の一部を助成しています。このたび、第23回（令和８年度第１回）の募集を開

始しますので、お知らせいたします。 

※登録・認証が必須となる医療機器のほか、医療機関で使用される非医療機器（リハビリ機器等）も含みま 

す。本事業における医療機関は、医療法第１条の２で定められた医療提供施設のうち、医療サービスを提供す

る病院や診療所を指します。 

 

 

 

 

 

申請は、国が提供する電子申請システム「Ｊグランツ」にて受け付けます。Ｊグランツを利

用するには、「ＧビズＩＤプライムアカウント」の取得が必要になります。  

（https://gbiz-id.go.jp/top/） 

 

 

助成事業名 医療機器等開発着手支援助成事業 医療機器等事業化支援助成事業 

対 象 者 都内の本店又は支店で実質的な事業活動を行っている中小企業者（会社及び個人事業者）等 

対 象 事 業 

都内ものづくり中小企業と医療機器製造販売企

業等が連携又は連携することを前提として、医

療機器等製品を開発する際に行う、開発の初期

段階のアイデア・構想の技術検証、初期試作 

都内ものづくり中小企業と医療機器製造販売企業

等が連携して行う、医療機器等製品の研究開発

（開発から事業化まで） 

対 象 期 間 
交付決定日（令和８年 10月１日予定）から令和

９年９月 30 日まで（最長１年） 

交付決定日（令和８年 10 月１日予定）から令和

13 年９月 30 日まで（最長５年） 

助成限度額 ５００万円（下限額５０万円） ５，０００万円（下限額５００万円） 

助 成 率 助成対象と認められる経費の２／３以内 

対 象 経 費 

(1) 原材料・副資材費、(2) 委託・外注費 (1) 原材料・副資材費、(2) 機械装置・工具器具費、 

(3) 委託・外注費、(4) 産業財産権出願・導入費、 

(5) 技術指導受入れ費、 

(6) PMDA 等相談料及び審査手数料、(7) 直接人件費、 

(8) 展示会等参加費、(9) 広告費 

 

 
第 23 回（令和 8 年度第 1 回）  

医療機器産業参入促進助成事業の募集を開始します！  

申請方法 

助成事業の概要 

 

https://gbiz-id.go.jp/top/


 

 

※ 日程については状況により変更する場合があります。 

※ 本事業は、令和８年度歳入歳出予算が令和８年３月 31 日までに都議会で可決された場合に実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事 前 準 備 

公社ホームページから募集要項、申請書様式等を取得し、詳細をご確認ください。 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html 

事 前 ヒ ア リ ン グ 

(1) ヒアリングシートの作成及び提出 

令和８年２月 13 日（金）から令和８年３月 23 日（月）まで 

(2) ヒアリングでの申請要件の確認 

令和８年２月 17 日（火）から令和８年３月 31 日（火）まで 

申請受付（J グランツ） 令和８年４月１日（水）から４月 14 日（火）まで  

対 面 受 付 

令和８年５月 13 日（水）から５月 22 日（金）まで  

※申請受付（ J グランツ）をされた方向けに、  

申請書書類の不備不足修正のため、対面で内容をお伝えします  

一 次 審 査 （ 書 類 ） 令和８年６月下旬まで  

二次審査（面接等） 令和８年７月中旬から下旬まで  

総 合 審 査 会 令和８年８月中旬  

助 成 対 象 者 決 定 令和８年８月下旬  

今後の流れ 

本件は、「2050東京戦略」を推進する取組です。 

戦略 13 産業「成長産業への参入・投資を促進」 

 

（制度全般に関すること） 

産業労働局 商工部 創業支援課 

電話 03-5320-4693 

（助成金に関すること） 

（公財）東京都中小企業振興公社 取引振興課 

電話 03-5822-7250 

お問い合わせ 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/medical/index.html

